
財  務  省 

 

 

（九州財務局） 

宮崎財務事務所        〒880-0805 宮崎市橘通東３－１－22（宮崎合同庁舎） 

                            TEL (0985)22-7101  FAX (0985)26-0696 

(URL) http://kyusyu.mof.go.jp/miyazaki/ 

 

 

 

【主な所掌事務】 

１ 財務・金融施策の広報に関すること 

２ 国の予算に係る調査に関すること 

３ 財政融資資金の運用・融資先の調査に関すること 

４ 地域経済情勢の調査に関すること 

５ 法人企業統計調査・法人企業景気予測調査に関すること 

６ たばこ・塩に係る許可・登録等に関すること 

７  銀行・信用金庫・信用組合・保険会社・証券会社・貸金業者等の監督・検査に関すること 

８ 行政財産の総合調整に関すること 

９ 公務員宿舎の管理に関すること 

10 普通財産等の管理及び処分に関すること 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

 

 

 

（門司税関） 

細島税関支署      〒883-0063 日向市竹島町１番地（細島港湾合同庁舎） 

                           TEL (0982)56-1253  FAX (0982)52-1090 

(URL) http://www.customs.go.jp/moji/ 

 

 

 

【下部機関】 

 宮崎空港出張所           〒880-0912 宮崎市大字赤江 297（宮崎空港内） 

                           TEL (0985)63-5600  FAX (0985)63-5665 

 油津出張所               〒887-0001 日南市油津４－12－１（油津港湾合同庁舎） 

                           TEL (0987)22-2879  FAX (0987)22-2879 

 

 

【主な所掌事務】 

１ 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること 

２ 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること 

３ 保税制度の運営に関すること 

４ 通関業の監督に関すること 

５ 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関するこ 

 と 

http://kyusyu.mof.go.jp/miyazaki/
http://www.customs.go.jp/moji/


６ 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること 

７ 金の輸出入の規制に関すること 

  ８ 輸出入貨物に対し、内国消費税を賦課及び徴収すること 

  ９ 外国為替及び外国貿易法により、貨物の輸出又は輸入の取締りを行うこと 

  10 輸出入取引法により、貨物の輸出の取締りを行うこと 

 

 

 

【管轄区域】 

細島税関支署： 宮崎県 

   宮崎空港出張所： 宮崎県のうち宮崎市、都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡、 

東諸県郡 

   油 津 出 張 所： 宮崎県のうち日南市、串間市 

 

 

 

［国税庁］ 

 

（熊本国税局） 

宮崎税務署           〒880-8666 宮崎市広島１－10－１ 

                            TEL (0985)29-2151 

(URL) http://www.nta.go.jp/ （国税庁） 

 

都城税務署           〒885-8618 都城市上町２街区 11 号（都城合同庁舎） 

                            TEL (0986)22-4377 

延岡税務署           〒882-8666 延岡市大貫町１－2915（延岡合同庁舎） 

                            TEL (0982)32-3301 

日南税務署           〒887-8686 日南市上平野町１－８－４ 

                            TEL (0987)22-3671 

小林税務署           〒886-8601 小林市大字細野 243－１ 

                            TEL (0984)23-3126 

高鍋税務署           〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江 8438 

                            TEL (0983)22-1373 

 

 

【主な所掌事務】 

内国税の賦課徴収に関する事務等 

 

【管轄区域】 

  宮崎税務署： 宮崎市、東諸県郡 

都城税務署： 都城市、北諸県郡 

  延岡税務署： 延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡 

日南税務署： 日南市、串間市 

  小林税務署： 小林市、えびの市、西諸県郡 

  高鍋税務署： 西都市、児湯郡 

 

  

http://www.nta.go.jp/

